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保育所・幼稚園の園児を募集します

保　育　所

【入所対象者】　小学校就学前の児童で、家庭での保育ができない児童
　　　　　　　　（平成１７年４月２日以降に生まれた児童）
【入所定員】
　　横田保育所：１２０名　　三成保育所：１２０名　　阿井保育所：５５名
　　馬木幼児園：　５５名　　布勢幼児園：　３０名
【入所手続】
　　○新規入所希望の方・・・入所申込用紙等は、役場子育て支援室、町民課、各保育所に
　　　　　　　　　　　　　　あります。
　　○継続入所希望の方・・・現在入所しているお子さんも、申込が必要です。
　　　　　　　　　　　　　　申し込み用紙は各保育所を通じてお渡しします。

平成23年4月に入所・入園する

保育所・幼稚園の園児を募集します
■お申し込み受付期間　　平成22年11月１日（月）～11月17日（水）

幼　稚　園

【入園対象者】　（平成２３年４月１日時点の年齢）
　　３歳児　　　平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれの幼児
　　４歳児　　　平成１８年４月２日～平成１９年４月１日生まれの幼児
　　５歳児　　　平成１７年４月２日～平成１８年４月１日生まれの幼児
【各幼稚園名】
　　三成幼稚園、亀嵩幼稚園、阿井幼稚園、三沢幼稚園、
　　鳥上幼稚園、横田幼稚園、八川幼稚園
【入園手続】
　　○各幼稚園及び子育て支援室に備え付けの入園願書に必要事項を記入の上、幼児本人の
　　　住民票抄本を添えて、該当の幼稚園へ提出してください。

■詳しくは各自治会配布の回覧文書または町ホームページをご覧下さい。
【お問い合わせ先】　役場生涯学習課子育て支援室　　有線：20－4267／電話：52－2680

　市町村は、住民に関する異動状況や身分事項を正確に把握するため、届出によってその事実を
記録し、住民基本台帳および戸籍を整えるよう法律で定められています。
　変更があったときは、役場窓口まで届出をお願いします。

【住民基本台帳（住民登録）】
●届出が必要なとき
　・住所の変更（転入、転出、転居）
　・世帯主等の変更
●届出する人
　　本人または世帯主
※届出は、変更があってから１４日以内に
行なってください。（転出届は、転出する
１４日前から届出ができます。）

【戸　籍】
●届出が必要なとき
　・出生、死亡
　・婚姻、離婚、養子縁組　など
※本籍地または住所地に届け出てください。

【お問い合わせ先】　役場町民課戸籍係　　有線：３１－５１０３／電話：５４－２５１０

住民登録や戸籍に変更があるときは住民登録や戸籍に変更があるときは
必ず届出をしましょう必ず届出をしましょう

住民登録や戸籍に変更があるときは住民登録や戸籍に変更があるときは
必ず届出をしましょう必ず届出をしましょう
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町政に関するご意見・ご提言を
お寄せください

　町民の皆様のご意見・ご提言を町政に反映させるため、ご提案をお待ちしております。
　この手紙は、町長が必ず読ませていただきます。
　頂いたご意見・ご提言は、町長・担当課と協議のうえ、町政への反映をもって回答に代えさせてい
ただきます。
　なお、町政に関しないもの、ご住所・お名前の記入がないもの、ひぼう・中傷、趣旨が不明なものに
は、対応いたしませんのでご了承下さい。
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